
税務対策セミナー                  主催：板倉町商工会、板倉町青色申告会 

うち の お店（会社）、日常取引 も こう変わる？ 

電子帳簿保存法 ～ 制度概要 と 実務 ～ 
 

  各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上 

 で電子データによる保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定め 

 た法律です。電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく 3種類に区分されています。 

【 電子帳簿保存制度の概要 】 

 

【 セミナーのお知らせ 】 

 日時： １２／１１（月） 

       15：00 ～ 16：30 

 場所： 板倉町商工会館会議室  

定員： 25 名（事前申込み要） 

参加費：無料 

概要： 制度導入の概要、留意点、 

     実務、進め方など  

 ※  参加ご希望のかたは １１／３０（木） までにお申込みください。 

   当日はコロナ感染予防に対し各自体調管理のうえご参加ください。 問合せ・申込みは商工会（82-0224） 

 

板倉町商工会、板倉町青色申告会 事務局 （Fax 0276- 82- 1247） 行 

税務対策セミナー （１２／１１） 申込書 

事業所名  Ｔｅｌ  

所 在 地  Ｆａｘ  

受講者名  E-mail  
 

２０２４．1～全業種義務化！ 
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